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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成23年11月7日開催の決算取締役会において、平成23年11月29日開催予定の当社第41回定時株

主総会に、下記の通り「定款一部変更の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせい

たします。 

記 
1. 提案の理由 

オフィス環境の整備により業務効率の一層の効率化を図ることを目的とした本社移転（平成 23 年 8

月 23 日発表）に伴う、現行定款第 3条の本店の所在地についての記載、および現行定款第 45 条の中

間配当金の規定についての基準日の記載表示を変更するものであります。 

2. 変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。     （下線  は変更部分） 
現行定款 変更案 

第一章 総 則 
(本店の所在地) 

第 3条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。 

 
第七章 計 算 

 (中間配当金) 

第45条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年

2月28日の最終の株主名簿に記載または 

記録された株主または登録株式質権者に

対し、会社法第454条第5項に定める剰余

金の配当（以下「中間配当金」という。）

をすることができる。 

 

（新 設） 

第一章 総 則 
(本店の所在地) 

第 3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 
 

第七章 計 算 

(中間配当金) 

第45条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年

2月末日の最終の株主名簿に記載または 

記録された株主または登録株式質権者に

対し、会社法第454条第5項に定める剰余

金の配当（以下「中間配当金」という。）

をすることができる。 

 

附 則 

第3条（本店の所在地）の変更は、平成23年12月5

日の本店移転日をもって効力を生じるものとする。

なお、本附則は、本店移転の効力発生日経過後、こ

れを削除する。 

3. 日程 

株主総会開催日（予定）  平成 23 年 11 月 29 日（火） 

定款変更の効力発生日（予定） 平成 23 年 11 月 29 日（火） 

〔但し、「本店の所在地」の変更については、平成 23 年 

12 月 5 日（月）〕 

以 上 


